
①契約予定業者は本エレベーターの製造・保守点検を開館以来担っており、その仕様・点検内容・現場での使用状況を熟知している。
②法定耐用年数及びメーカー保証期間を過ぎおり、修繕後の事故・トラブルが起こった際の責任所在を明確にするため、
　メーカー又はメーカーが指定する業者が修繕を行うことが適当である。
上記２点より、契約予定業者が履行可能な唯一の業者であると考え、市契約規則第２４条第２項第２号により単独随意契約とする。


